
■募集：松村の見張り役■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 291 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：火曜日から始めよう 

 

お気づきの方もいると思いますが、このメルマガは先週から火曜日発行に変えました。 

これまで毎週月曜日に発行するために、週末と〆切が重なっていつもドタバタしていましたが、月曜は振替休日

になることもあり、「週明け」にふさわしいとは思えなくなってきました。 

そこで僕は、むしろ月曜日を休日にして、一週間を火曜日からスタートすることにしました。 

・ 

そもそも僕にとって、世間の休日を休業日にするつもりはありません。 

休日は企業や官庁が休むうえに、休日を楽しむ人々でどこも混雑し、値段も高くつく上に、交通機関も混雑しま

す。 

その上、政策的に連休を増やすために多くの祝日が月曜に変更されてしまい、ただでさえ日曜の代わりに休む施

設が多い月曜は、もはや定例スケジュールなど入れられません。 

・ 

僕は子どものころから「休む」のは嫌いで、できるだけ「サボる」ようにしています。 

以前、「会社をさぼろう」で検索すると、必ずトップになった僕のページには「サボる＝ポジティブに休むこと」

と書いてありました。http://www.nanoni.co.jp/old/sabori/10.html 

だから僕は、今でも平日に仕事をやりくりして遊ぶようにしています。 

・ 

むしろ、日・月を休日にして火曜日からウィークリー業務をスタートする方が、暮らしやすいと気が付きました。 

そこで僕の平日は、火曜日の横浜勤務(いづみプロジェクト)から土曜日の世田谷勤務(笑恵館)までとし、日曜日と

月曜日を休日とします。 

休日とは、世間の休日に合わせて平日の計画や準備作業に充てる日で、休む気はありません。 

このメルマガは、休日となった月曜に書いて、火曜の朝発行することにしました。 



・ 

そんなわけで、今週もどうぞよろしくお願いいたします。 

あなたのご意見やご質問を、楽しみにお待ちしています。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：募集：松村の見張り役 

 

今日は、ブログというよりは、マジなお願いです。 

タイトルにある通り、僕は「自分の見張り役」を募集いたします。 

もちろん僕のやってきたことに強い関心を持ち、僕の考え方に賛同し、そして今後の活動を応援してくださるこ

とが前提です。 

でも、僕がお願いしたいことはお手伝いや参加ではありません。 

あくまで、ぼくの間違いを指摘し、暴走を諫めること。 

むしろ、僕のサボりや怠慢を叱咤する役割です。 

・ 

具体的にお願いしたいのは、僕が所属する一般社団法人日本土地資源協会の監事（監査役）です。 

この法人は、笑恵館（しょうけいかん）の永続保有を担うため、2012 年に設立しました。 

当初は、地域社会の発展を担う公益法人となることを目指し、2014 年に内閣府に公益申請を届け出たのですが、

次の二つの理由で取り下げました。 

一つは、公益事業では地域社会を担えないと判ったため。 

そしてもう一つは、公益法人になっても土地の寄付に対する譲渡所得税が免税になる保証がないことです。 

この 2 点については、これまでも様々な機会でご説明してきましたが、手短にお話しする自信がないので今日は

省略します。 

・ 

僕が目指す法人の役割は、笑恵館の永続にとどまらず、国内各地の地域経営と永続保有を実現・支援することで

す。 

この課題を解決するため税務署と協議をした結果、税法上の「非営利徹底型の一般社団法人」という取扱いに辿

り着きました。 

実はこれまで、社団法人や財団法人は「相続税逃れの温床」と言われるほど、資産継承の名のもとに個人資産贈

与の隠れ蓑になっていました。 

そこで平成 30 年に税制が改正され、一般社団法人などいわゆる「持ち分の定めのない法人」の代表者に対し、

まるで個人のように相続・贈与税が課税されることになりました。 

つまり、法人の支配権を継承することで実質的に財産を継承するのなら、その法人を個人とみなして課税すると

いうのです。 

・ 

しかし、財産を個人で所有せず、法人で所有するのは、そもそも相続税を逃れるためでなく、財産の分割を防ぐ

ことが目的です。 

相続税を納税するために売却するという、本末転倒な実態に対し憤りは感じるものの、継承してくれる買い主に

すべてを売却すれば無意味な分割は防げます。 

でも、そのような買い主が必ず現れる保証はなく、地域社会を担うには、その永続性の確保が欠かせない条件と

なります。 



そこで当法人は、この「非営利徹底型」に移行するために、定款と体制を変更いたしますが、そこで必要な措置

が「当法人取引関係のない監事を 2 名以上設置すること」です。 

・ 

「非営利徹底型」の要件の中に、「役員であることに対する報酬の禁止」とあるため、監事をお引き受けいただい

ても交通費程度の実費しかお支払いできませんが、新たな仕組みに対するご興味も含め、関心を持ってくださる

方のご参加をお待ちいたします。 

まずは気軽に、ご不明な点など何でもお問い合わせください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

http://nanoni.co.jp/20201123/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い 

ぼちぼち面談を再開しますが、もちろんリモート面談も歓迎です。 

凡例 ■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（火）11/24 ■○いづみ作業日 14-21 時 

 10-12 時 △HFA 定例会議（渋谷・リモート） 

 14-17 時 ★アントレハウスいづみ（反町） 

（水）11/25 ■◎なのに作業日 09-21 時 

15-17 時 △相談：ＮＫさん（十日市場） 

（木）11/26 ■○笑恵館作業日 09-19 時 

 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）11/27 ■◎なのに作業日 09-21 時 

13-15 時 △相談：ＭＫさん（十日市場） 

（土）11/28 ■○笑恵館作業日 09-17 時 

   10-17 時 ★アントレハウス笑恵館 

（日）11/29 ■◎休業日 

（月）11/30 ■◎なのに作業日 19-21 時 

 

■その後の予定 

12/01 09-19 時 △いづみ PJT･MTG（反町） 

12/10 14-16 時 ★一宮庵クラブ運営会議（成城） 

12/10 16-17 時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 



12/10 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

12/11 20-21 時 ■カプラー起業交流会（リモート） 

12/13 14-17 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ 12 月例会（西所沢） 

12/17 13-20 時 ★なるほどデイ・完全持ち寄り食事会（笑恵館） 

12/24 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


